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入 札 説 明 書 

 

 USB デバイスサーバの調達及び設定業務に係る入札等については、公告及び関係法令に定め

るもののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

 公告日 令和４年１１月２２日 

京都府知事 西脇 隆俊 

 

１ 契約保証金にかかる要件確認資料 

  京都府会計規則（昭和５２年京都府規則第６号。以下「規則」という。）第１５９条第２

項第３号に該当し、契約保証金の免除を希望する者にあたっては、納入実績調書（別紙様

式２）に、過去２年間に国、地方公共団体、特殊法人、認可法人、独立行政法人、国立大

学法人、地方公社、地方独立行政法人又は公立大学法人と直接締結した契約において、仕

様書で示した内容と種類を同じくすると認められ、かつ、規模が同等以上である契約実績

を数件程度記入すること。 

 

２ 入札手続等 

 (1) 入札方法 

  ア 入札書（別紙様式３）は持参または郵送するものとし、電送による入札は認めない。 

  イ 代理人が入札する場合は、委任状を提出することとし、入札書に入札者の氏名又は商

   号若しくは名称、代理人であることの表示及び当該代理人の記名押印（外国人又は外国

   法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。以下同じ。） 

   をしておかなくてはならない。 

  ウ 入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、封筒の表に氏名（法人の場合は、その商号又は

名称）及び「USB デバイスサーバの調達及び設定業務入札書在中」と朱書し、封筒の開

口部を封印すること。 

    なお、開札後予定価格の制限の範囲内の入札がないときで直ちに再度の入札を行う場

   合にあっては、この限りでない。 

  エ 入札参加の資格を有すると認められた者が１名であっても、原則として入札を執行

する。 

オ 入札回数は２回までとする。 

  カ 確認結果通知書又はその写しを提示しなければ、入札に参加することができない。 

  キ 入札時刻に遅れたときは、入札に参加することができない。 

  ク 入札を希望しない場合には、入札に参加しないことができるので、入札辞退届（別紙

様式４）を郵送又は持参により事前に提出すること。 

 

 (2) 郵送による入札方法   

   郵便の種類は、書留郵便とし、封筒は、二重封筒とし、中封筒に入札書のみを入れ、 

直接提出する場合と同様に封印等の処理をし、封筒表に「12 月 9 日開札 USB デバイス

サーバの調達及び設定業務に係る入札書在中」と朱書するとともに確認結果通知書又は

その写しを同封し、京都府政策企画部情報政策課あての親展とする。 

   また、入札書を代理人名で提出するときは、表封筒に委任状を同封する。ただし、当該

代理人が開札に立ち会うときは、開札の際に委任状を提出することができる。 

 

 (3) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について

  押印をしておかなければならないが、入札金額については、訂正できない。 
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 (4) 入札書は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 

 

 (5) 入札者が連合又は不穏な行動をする場合において、入札を公平に執行することができな

いと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、もし

くは取りやめることがある。 

 

 (6) 入札者は、公告、入札説明書及び仕様書、契約書案、その他の添付書類（以下「仕様書

等」という。）を熟知の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等に

疑義がある場合は、入札執行事務に関係のある職員（以下「関係職員」という。）に説明

を求めることができる。ただし、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として

異議を申し立てることはできない。 

 

  

  (7) 再度入札 

   開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の範囲内の入札がないときは、直

ちに再度の入札を行う。再度入札は（1）に準じて実施する。再入札書は、封筒に入れ密

封し、かつ、封筒の表に氏名（法人の場合は、その商号又は名称）及び「USB デバイスサ

ーバの調達及び設定業務再入札書在中」と朱書し、封筒の開口部を封印すること。 

   なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退

  したものとみなす。 

 

 

  (8) 落札者の資格の喪失 

    落札者が決定通知のあった日から５日以内に契約を締結しないときは、落札者は当該契

約の相手方となる資格を失うものとする。 


